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告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号

環
境
基
本
法

(

平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
河
川
が
該

当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
の
類
型
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

次
の
表
の
水
域
の
欄
に
掲
げ
る
河
川
が
該
当
す
る
水
域
の
類
型
を
同
表
の
該
当
類
型
の
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
水
域
の
類
型
に
係
る
基
準
値
の
達
成
期
間
を
同
表
の
達
成
期

間
の
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
定
め
る
。
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水

域

該
当
類
型

達
成
期
間

指
定
水
域
の
名
称

新
井
田
川

(

世
増
ダ
ム
貯
水
池
に
係
る
部

分
を
除
い
た
も
の)

生
物
Ａ

直
ち
に

新
井
田
川
河
口
水
域

馬
淵
川

(

青
森
・
岩
手
県
境
よ
り
下
流)

生
物
Ａ

直
ち
に

五
戸
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

奥
入
瀬
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

岩
木
川

(
全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

岩
木
川
水
域

平
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

浅
瀬
石
川

(

浅
瀬
石
川
ダ
ム
貯
水
池
に
係

る
部
分
を
除
い
た
も
の)

生
物
Ａ

直
ち
に

�
�
�
�
�
�

�
�
	
�


�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



( )

備
考

｢

該
当
類
型｣

と
は
、
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て

(

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十

八
日
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号)

別
表
２
の
１
の
�
の
イ
の
表
に
掲
げ
る
類
型
を
い
う
。

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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山
田
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

大
秋
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

大
落
前
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

虹
貝
川

(
全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

飯
詰
川

(
全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

中
村
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

日
本
海
岸
水
域

赤
石
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

追
良
瀬
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

吾
妻
川

(

全
域)

生
物
特
Ａ

直
ち
に

笹
内
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

今
別
川

(

全
域)
生
物
Ａ

直
ち
に

津
軽
半
島
北
側
水
域

長
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

蟹
田
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

陸
奥
湾
西
側
水
域

高
石
川

(

全
域)

生
物
Ａ

直
ち
に

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ふ
ぁ

み
り
あ

五
所
川
原
市
大
字

中
泉
字
田
川
二
〇

の
二

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ふ
ぁ
み
り
あ

五
所
川
原
市
大
字

高
野
字
北
原
二
二

二
の
一

平
成

��･

��･

�

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ユ

ニ
ー
ク
ア
イ

宮
城
県
仙
台
市
若

林
区
木
ノ
下
四
丁

目
七
の
一
〇

就
労
移
行

支
援

ア
イ
デ
ン
ド

十
和
田

十
和
田
市
東
五
番

町
一
〇
の
一
七
の

一

平
成

��

･

��･

��

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
九
月
十
日
及
び
同
年
十
月
十
三
日
収
去
さ
せ
た

飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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ア
イ
デ
ン
ド

株
式
会
社

八
戸
市
大
字
廿
三

日
町
四
三
の
四
小

泉
ビ
ル

就
労
移
行

支
援

ア
イ
デ
ン
ド

十
和
田

十
和
田
市
稲
生
町

一
九
の
三
五
コ
ー

ポ
マ
サ
一
Ｆ

平
成

��

･

��･

�

ア
イ
デ
ン
ド

株
式
会
社

八
戸
市
大
字
廿
三

日
町
四
三
の
四
小

泉
ビ
ル

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

ア
イ
デ
ン
ド

十
和
田

十
和
田
市
稲
生
町

一
九
の
三
五
コ
ー

ポ
マ
サ
一
Ｆ

〃

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
(輸
入
)
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

八
戸
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
６

同
左

ITO
C
H
U
ク
エ
ス
ト
Ｇ

27.
9

粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

M
E､
水
分

無

八
戸
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
６

同
左

子
豚
マ
ス
タ
ー
(Ｍ
)

27.
9

粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

TD
N
､
水
分

無

八
戸
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
地
６

同
左

ノ
ー
サ
ン
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後

期
用
配
合
飼
料
Ｈ
ノ
ー
サ
ン
Ｅ
Ｐ

仕
上
用

27.
9

粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

M
E､
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
７

同
左

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼
料
パ
ワ
ー

チ
ッ
ク
Ｚ
Ｋ
後
期

27.10
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

M
E､
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料
た
ま
ご
工
房

Ｄ
Ｘ

27.10
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

M
E､
水
分

無

Ｊ
Ａ
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24番
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料
ス
ペ
シ
ャ
ル

ポ
ー
ク
Ｃ
マ
ッ
シ
ュ

27.10
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

TD
N
､
水
分

無



( )

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

財
務
会
計
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
用
プ
リ
ン
タ
賃
貸
借

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
の
三

六

契
約
金
額

千
三
百
六
十
万
八
千
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
今
別
蟹
田
線

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
川
平
字
深
沢
一
三
の
七
一

か
ら

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
大
川
平
字
深
沢
一
三
の
一
四

二
ま
で

平
成
��･
��･

��

県
道
八
戸
環
状
線

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
長
七
谷
地
二
の
一
〇
六
か
ら

八
戸
市
桔
梗
野
工
業
団
地
三
丁
目
二
の
五
八
五
ま
で

〃

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

一
〇
一
号

路
線
名

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石
町
字
砂
山
一
三
九
の
三
六
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
姥
袋
字
大
磯
二
五
の
三
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
八
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
八
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
、
八
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
八
八
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
八
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

平
成
二
十
七
年
九
月
十
一
日

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

小
倉
建
設

二

氏
名

小
倉

秀
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
大
字
北
中
野
字
中
坪
二
二
九
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)
第
一
〇
〇
三
二
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
石
戸
建
設
興
業

二

代
表
者
の
氏
名

石
戸

一
仁

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
安
田
字
稲
森
一
五
三
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
一
〇
〇
〇
二
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
十
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
丸
良
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

及
川

公
夫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
三
条
目
三
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
八
一
六
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
五
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
場

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
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( )

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

上
北
地
域
県
民
局
長

山

田

裕

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
む

つ
山
辺
沢
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

下
北
地
域
県
民
局
長

松

宮

隆

志

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

青 森 県 報平成27年11月13日 金曜日 第4072号 6

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃〃〃〃

白
井

二
郎

樋
山

卯
一

太
田

智

木
村

孝
一

小
山
内
秀
治

室
舘

義
明

斉
藤

敏
雄

小
山
内
清
秀

高
阪

繁

白
井

二
郎

樋
山

卯
一

太
田

智

木
村

孝
一

小
山
内
秀
治

室
舘

義
明

斉
藤

敏
雄

む
つ
市
横
迎
町
一
丁
目
五
の
六

〃

新
町
一
の
一
九

〃

金
曲
二
丁
目
六
の
二
一

〃

金
曲
一
丁
目
一
一
の
一
八

〃

金
曲
二
丁
目
一
三
の
七

〃

大
字
田
名
部
字
上
道
八
七
の
八
九

〃

大
曲
一
丁
目
八
の
九

〃

金
曲
二
丁
目
八
の
三

〃

〃

六
の
八

〃

横
迎
町
一
丁
目
五
の
六

〃

新
町
一
の
一
九

〃

金
曲
二
丁
目
六
の
二
一

〃

金
曲
一
丁
目
一
一
の
一
八

〃

金
曲
二
丁
目
一
三
の
七

〃

大
字
田
名
部
字
上
道
八
七
の
八
九

〃

大
曲
一
丁
目
八
の
九

平
成

��･

��･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃��･

��･

��退
任

〃〃〃〃〃〃

監

事

〃

小
山
内
清
秀

高
阪

繁

〃

金
曲
二
丁
目
八
の
三

〃

〃

六
の
八

〃〃

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

田
中
茂
勝
後
援
会

田
中

茂
勝

田
中

輝
一
郎

東
津
軽
郡
平
内
町
大

字
東
田
沢
字
無
沢
一

の
一
一

平
成

��･

��･

�

津
島
淳
板
柳
町
後

援
会

田
中

正
彦

�
西

幸
男

北
津
軽
郡
板
柳
町
大

字
福
野
田
字
実
田
五

の
二

��･

��･

�

下
山
み
つ
よ
し
後

援
会

田
面
木

郁
男

舘

康
人

三
沢
市
大
字
三
沢
字

中
平
二
六
の
一
三

��･

��･

��

田
嶋
孝
安
後
援
会

織
笠

石
夫

阿
部

勝

三
沢
市
南
町
四
丁
目

三
一
の
三
四
五
三

��･

��･

��



( )

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯
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政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)
異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

山
内
崇
後
援
会

(

佐
藤

孝
治)

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類(

第
二
号)

山
内

崇

衆
議
院
議
員

平
成

��･

�･

�

(

法
第
十

九
条
の
七

第
一
項
第

二
号
に
係

る
届
出
年

月
日)

��･

�･

��

山
内
崇
政
経
研
究
会

(

山
内

崇)

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

��･

�･

�

公
職
の
種
類

(

第
一
号)

衆
議
院
議
員

公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類(

第
二
号)

山
内

崇

衆
議
院
議
員

青
森
県
を
変
え
よ
う
！

大
竹
さ
ん
と
進
む
私

た
ち
の
会

(

品
川

信
良)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
浪
岡
福
田

二
丁
目
一
三
の
八

青
森
市
本
町
四
丁

目
四
の
五

��･

�･

�

山
崎
み
よ
し
後
援
会

(

山
崎

豊)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
田
子
七

〇
の
三

三
戸
郡
田
子
町
大

字
遠
瀬
字
新
田
五

の
二

��･

��･

	

石
橋
充
志
後
援
会

(

齋
藤

益
弘)

会
計
責
任
者

斎
藤

斉

乗
上

憲

��･

��･

�


北
日
本
政
経
懇
話
会

(

石
橋

充
志)

会
計
責
任
者

斎
藤

斉

乗
上

憲

��･

��･

�


大
島
理
森
南
部
町
後

援
会

(

沼
畑

俊
一)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大

字
相
内
字
荒
屋
敷

九

三
戸
郡
南
部
町
大

字
相
内
字
沢
構
八

八

代

表

者

沼
畑

俊
一

沼
畑

繁

��･

��･

��

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

三
上
あ
つ
し
後
援
会

堀
口

榮
司

平
成
��･

��･

�	

届
出
者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

送
達
を
行
う
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
裁
決
書
の
名
称

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
六
日
付
け
裁
決
書

(

青
収
委
第
三
十
四
号)

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
裁
決
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も

そ
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
裁
決
書
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
。

別
表

青 森 県 報平成27年11月13日 金曜日 第4072号 8

山
内

崇

山
内
崇
政
経

研
究
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字

文
京
町
七
の

二
一

弘
前
市
大
字

萱
町
三
九
の

一

平
成

��

･

�･

�

氏
名

住
所

不
明
浜
田
と
く
の
相
続
人


